
県南広域振興局長告示第165号 

 鳥獣保護区の存続期間の更新（平成10年岩手県告示第952号）で告示した水沢市大師山鳥獣保護区及び大東町室根高原鳥獣保護区

の名称を次のとおり変更した。 

  平成20年10月31日 

県南広域振興局長 勝 部   修  

１ 変更後の水沢市大師山鳥獣保護区の名称 奥州市水沢大師山鳥獣保護区 

２ 変更後の大東町室根高原鳥獣保護区の名称 一関市大東町室根高原鳥獣保護区 
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